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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信方法であって、
　第１端末は、第２端末の識別子の少なくとも１つのフィールドに基づいて、前記第２端
末の属性情報を取得することと、
　前記第２端末の属性情報に基づいて、前記第１端末は前記第２端末と通信を行うことと
を含む、前記Ｄ２Ｄ通信方法。
【請求項２】
　前記第２端末の属性情報は前記第２端末の第１能力情報を含み、前記第１能力情報は、
前記第２端末が前記第１端末と通信を行う能力情報であり、
　前記第１端末が前記第２端末と通信を行うことは、
　前記第１能力情報に基づいて、前記第１端末が前記第２端末と通信を行うことを含む、
　請求項１に記載のＤ２Ｄ通信方法。
【請求項３】
　前記第２端末の属性情報は前記第２端末の第２能力情報を含み、前記第２能力情報は、
前記第２端末がネットワークデバイスと通信を行う能力情報であり、
　前記第１端末が前記第２端末と通信を行うことは、
　前記第１端末が、前記第２能力情報に基づいて前記第２端末の第１能力情報を確定する
ことと、
　前記第１能力情報に基づいて、前記第１端末が前記第２端末と通信を行うこととを含み
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、
　前記第１能力情報は、前記第２端末が前記第１端末と通信を行う能力情報である、
　請求項１に記載のＤ２Ｄ通信方法。
【請求項４】
　前記第１能力情報は、前記第２端末が前記第１端末とデータ伝送を行う時の最大受信帯
域幅、最大送信帯域幅、送信可能な最大データブロックの大きさ、受信可能な最大データ
ブロックの大きさ、送信アンテナ数及び受信アンテナ数のうちの少なくとも１つを含む、
　請求項２又は３に記載のＤ２Ｄ通信方法。
【請求項５】
　前記Ｄ２Ｄ通信方法は、
　複数の端末のサブスクリプション情報に基づいて、前記第１端末と通信可能な端末を取
得することと、
　前記第１端末と通信可能な端末から、前記第２端末を確定することと、
　前記第２端末のサブスクリプション情報に基づいて前記第２端末の属性情報を取得する
こととを、さらに含む
　請求項１～４のいずれか１項に記載のＤ２Ｄ通信方法。
【請求項６】
　前記第１端末と通信可能な端末を取得することは、
　前記第１端末の現在位置を取得することと、
　前記複数の端末のサブスクリプション情報に基づいて、現在位置において前記第１端末
と通信可能な端末を取得することとを含み、
　前記第１端末と通信可能な端末は、前記第１端末とは同一場所に位置し、
　前記場所は、オフィス、家庭又は学校である、
　請求項５に記載のＤ２Ｄ通信方法。
【請求項７】
　前記第２端末は複数の端末を含み、
　前記第１端末が前記第２端末と通信を行うことは、
　前記第１端末が、前記複数の端末に対応するグループ識別子を利用して、前記第２端末
にデータを送信することを含む、
　請求項１～６のいずれか１項に記載のＤ２Ｄ通信方法。
【請求項８】
　前記第２端末のサブスクリプション情報に基づいて、前記第２端末の属性情報を取得す
る前に、前記Ｄ２Ｄ通信方法は、
　前記第１端末に予め記憶された前記第２端末のサブスクリプション情報を取得すること
をさらに含む、
　請求項５又は６に記載のＤ２Ｄ通信方法。
【請求項９】
　デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信方法であって、
　第１端末が、前記第１端末の現在位置を取得することと、
　前記第１端末が、ネットワークデバイスに要求メッセージを送信することと、
　前記第１端末が、ネットワークデバイスにより送信された応答メッセージを受信するこ
とと、
　前記第１端末が、前記第１端末と通信可能な端末から、第２端末を選択することと、
　前記第２端末の属性情報に基づいて、前記第１端末が前記第２端末と通信を行うことと
を含み、
　前記要求メッセージは、前記現在位置において前記第１端末と通信可能な端末及び前記
第１端末と通信可能な端末の属性情報を要求するために用いられ、
　前記応答メッセージは、前記現在位置において前記第１端末と通信可能な端末及び前記
第１端末と通信可能な端末の属性情報を示すために用いられ、
　前記第２端末の属性情報は前記第２端末の第２能力情報を含み、前記第２能力情報は、
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前記第２端末がネットワークデバイスと通信を行う能力情報であり、
　前記第１端末が前記第２端末と通信を行うことは、
　前記第１端末が、前記第２能力情報に基づいて第１能力情報を確定することと、
　前記第１能力情報に基づいて、前記第１端末が、前記第２端末と通信を行うこととを含
み、
　前記第１能力情報は、前記第２端末が前記第１端末と通信を行う能力情報である、前記
Ｄ２Ｄ通信方法。
【請求項１０】
　前記第１能力情報は、前記第２端末が前記第１端末とデータ伝送を行う時の最大受信帯
域幅、最大送信帯域幅、送信可能な最大データブロックの大きさ、受信可能な最大データ
ブロックの大きさ、送信アンテナ数及び受信アンテナ数のうちの少なくとも１つを含む、
　請求項９に記載のＤ２Ｄ通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願の実施例は通信分野に関し、具体的に、デバイスツーデバイス通信方法、端末デバ
イス及びネットワークデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ：Ｄｅｖｉｃｅ－ｔｏ－Ｄｅｖｉｃｅ）技術は、隣接す
る端末が近距離の範囲においてダイレクトリンクを介してデータ伝送を行う方式であり、
ネットワークデバイスを介して転送する必要がない。
【０００３】
　ここで、Ｄ２Ｄ技術は、セルラーシステムとライセンス周波数帯リソースを共有利用す
る可能なデバイスツーデバイス技術であり、統一された混合セルラーとＤ２Ｄネットワー
クを形成する。
【０００４】
　Ｄ２Ｄ通信において、端末間の通信は、ネットワークデバイスによりスケジューリング
されなく、データ伝送の失敗を起こしやすいため、Ｄ２Ｄ通信の成功率を向上させること
ができる通信方法を提案する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施例は、Ｄ２Ｄ通信のデータ伝送の成功率を向上させることができるデバイ
スツーデバイス通信方法、端末デバイス及びネットワークデバイスを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１形態は、Ｄ２Ｄ通信方法を提供し、第１端末は、第２端末のサブスクリプション情
報又は第２端末の識別子の少なくとも１つのフィールドに基づいて、前記第２端末の属性
情報を取得することと、前記第２端末の属性情報に基づいて、前記第１端末は前記第２端
末と通信を行うこととを含む。
【０００７】
　第１形態を参照し、第１形態の第１種の実現可能な形態において、前記第２端末の属性
情報は前記第２端末の第１能力情報を含み、前記第１能力情報は、前記第２端末が前記第
１端末と通信を行う能力情報であり、前記第１端末が前記第２端末と通信を行うことは、
前記第１能力情報に基づいて、前記第１端末が前記第２端末と通信を行うことを含む。
【０００８】
　第１形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第１形態の第２種の実現可能な
形態において、前記第２端末の属性情報は前記第２端末の第２能力情報を含み、前記第２
能力情報は、前記第２端末がネットワークデバイスと通信を行う能力情報であり、前記第
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１端末が前記第２端末と通信を行うことは、前記第１端末が前記第２能力情報に基づいて
、前記第２端末の第１能力情報を確定することと、前記第１能力情報に基づいて、前記第
１端末が前記第２端末と通信を行うこととを含み、前記第１能力情報は、前記第２端末が
前記第１端末と通信を行う能力情報である。
【０００９】
　第１形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第１形態の第３種の実現可能な
形態において、前記第１能力情報は、前記第２端末が前記第１端末とデータ伝送を行う時
の最大受信帯域幅、最大送信帯域幅、送信可能な最大データブロックの大きさ、受信可能
な最大データブロックの大きさ、送信アンテナ数及び受信アンテナ数のうちの少なくとも
１つを含む。
【００１０】
　第１形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第１形態の第４種の実現可能な
形態において、第２端末の属性情報を取得する前に、前記Ｄ２Ｄ通信方法は、複数の端末
のサブスクリプション情報に基づいて、前記第１端末と通信可能な端末を取得することと
、前記第１端末と通信可能な端末から、前記第２端末を確定することとを、さらに含む。
【００１１】
　第１形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第１形態の第５種の実現可能な
形態において、前記第１端末と通信可能な端末を取得することは、前記第１端末の現在位
置を取得することと、前記複数の端末のサブスクリプション情報に基づいて、現在位置に
おいて前記第１端末と通信可能な端末を取得することとを含む。
【００１２】
　第１形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第１形態の第６種の実現可能な
形態において、前記第１端末と通信可能な端末は、前記第１端末とは同一場所に位置する
。
【００１３】
　第１形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第１形態の第７種の実現可能な
形態において、前記場所は、オフィス、家庭又は学校である。
【００１４】
　第１形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第１形態の第８種の実現可能な
形態において、前記第２端末は複数の端末を含み、前記第１端末が前記第２端末と通信を
行うことは、前記第１端末が、前記複数の端末に対応するグループ識別子を利用して、前
記第２端末にデータを送信することとを含む。
【００１５】
　第１形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第１形態の第９種の実現可能な
形態において、第１端末は、前記第２端末のサブスクリプション情報に基づいて、前記第
２端末の属性情報を取得する前に、前記Ｄ２Ｄ通信方法は、前記第１端末に予め記憶され
た前記第２端末のサブスクリプション情報を取得することをさらに含む。
【００１６】
　第１形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第１形態の第１０種の実現可能
な形態において、前記第２端末の識別子は、国際移動加入者識別子ＩＭＳＩ、一時的移動
加入者識別子ＴＭＳＩ又は国際移動体装置識別子ＩＭＥＩである。
【００１７】
　第１形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第１形態の第１１種の実現可能
な形態において、前記第２端末がサポートする無線周波数帯域幅は、１．４ＭＨＺ以下で
ある。
【００１８】
　そして、Ｄ２Ｄ通信過程において、第１端末が第２端末の属性情報を取得し、第２端末
の属性情報に基づいて第２端末と通信を行うことで、データ通信の成功率を向上させるこ
とができ、例えば、属性情報に第２端末の最大受信帯域幅、受信可能な最大データブロッ
クの大きさ又は受信アンテナ数が含まれる場合、送信データが占用する帯域幅が大きすぎ



(5) JP 6833859 B2 2021.2.24

10

20

30

40

50

、データブロックが大きすぎることより第２端末のデータが受信失敗することを回避する
ことができ、例えば、属性情報に第２端末の最大送信帯域幅、送信可能な最大データブロ
ックの大きさ、送信アンテナ数が含まれる場合、第１端のデータが受信失敗することを回
避することができる。
【００１９】
　さらに、第１端末は、第２端末がネットワークデバイスと通信を行う能力情報に基づい
て、第２端末が第１端末と通信を行う能力情報を確定することで、セルラネットワーク通
信の能力情報を参考してＤ２Ｄ通信を行い、プロトコルをできるだけ変更しなく、Ｄ２Ｄ
通信の成功率を向上させることができる。
【００２０】
　第２形態は、Ｄ２Ｄ通信方法を提供し、第１端末が、前記第１端末の現在位置を取得す
ることと、前記第１端末が、ネットワークデバイスに要求メッセージを送信することと、
前記第１端末が、ネットワークデバイスにより送信された応答メッセージを受信すること
と、前記第１端末が、前記第１端末と通信可能な端末から、第２端末を選択することと、
前記第２端末の属性情報に基づいて、前記第１端末が前記第２端末と通信を行うこととを
含み、前記要求メッセージは、前記現在位置において前記第１端末と通信可能な端末及び
前記第１端末と通信可能な端末の属性情報を要求するために用いられ、前記応答メッセー
ジは、前記現在位置において前記第１端末と通信可能な端末及び前記第１端末と通信可能
な端末の属性情報を示すために用いられる。
【００２１】
　第２形態を参照し、第２形態の第１種の実現可能な形態において、前記第２端末の属性
情報は前記第２端末の第１能力情報を含み、前記第１能力情報は、前記第２端末が前記第
１端末と通信を行う能力情報であり、前記第１端末が前記第２端末と通信を行うことは、
前記第１能力情報に基づいて、前記第１端末が前記第２端末と通信を行うことを含む。
【００２２】
　第２形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第２形態の第２種の実現可能な
形態において、前記第２端末の属性情報は前記第２端末の第２能力情報を含み、前記第２
能力情報は、前記第２端末がネットワークデバイスと通信を行う能力情報であり、前記第
１端末が前記第２端末と通信を行うことは、前記第１端末が、前記第２能力情報に基づい
て第１能力情報を確定することと、前記第１能力情報に基づいて、前記第１端末が前記第
２端末と通信を行うこととを含み、前記第１能力情報は、前記第２端末が前記第１端末と
通信を行う能力情報である。
【００２３】
　第２形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第２形態の第３種の実現可能な
形態において、前記第１能力情報は、前記第２端末が前記第１端末とデータ伝送を行う時
の最大受信帯域幅、最大送信帯域幅、送信可能な最大データブロックの大きさ、受信可能
な最大データブロックの大きさ、送信アンテナ数及び受信アンテナ数のうちの少なくとも
１つを含む。
【００２４】
　第２形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第２形態の第４種の実現可能な
形態において、前記第１端末と通信可能な端末は、前記第１端末とは同一場所に位置する
。
【００２５】
　第２形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第２形態の第５種の実現可能な
形態において、前記場所は、オフィス、家庭又は学校である。
【００２６】
　第２形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第２形態の第６種の実現可能な
形態において、前記第２端末は複数の端末を含み、前記第１端末が前記第２端末と通信を
行うことは、前記第１端末が、前記複数の端末に対応するグループ識別子を利用して、前
記複数の端末にデータを送信することを含む。
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【００２７】
　第２形態又は上記のいずれの実現可能な形態を参照し、第２形態の第７種の実現可能な
形態において、前記第２端末がサポートする無線周波数帯域幅は、１．４ＭＨＺ以下であ
る。
【００２８】
　そのため、Ｄ２Ｄ通信過程において、第１端末が第２端末の属性情報を取得し、第２端
末の属性情報に基づいて第２端末と通信を行うことで、データ通信の成功率を向上させる
ことができ、例えば、属性情報に第２端末の最大受信帯域幅、受信可能な最大データブロ
ックの大きさ又は受信アンテナ数が含まれる場合、送信データが占用する帯域幅が大きす
ぎ、データブロックが大きすぎることより第２端末のデータが受信失敗することを回避す
ることができ、例えば、属性情報に第２端末の最大送信帯域幅、送信可能な最大データブ
ロックの大きさ、送信アンテナ数が含まれる場合、第１端のデータが受信失敗することを
回避することができる。
【００２９】
　さらに、第１端末は、第２端末がネットワークデバイスと通信を行う能力情報に基づい
て、第２端末が第１端末と通信を行う能力情報を確定することで、セルラネットワーク通
信の能力情報を参照してＤ２Ｄ通信を行い、プロトコルをできるだけ変更しなく、Ｄ２Ｄ
通信の成功率を向上させることができる。
【００３０】
　第３形態は、端末を提供し、上記の第１形態又は第１形態のいかなる実現可能な形態の
方法を実行するために用いられる。具体的に、該端末は、上記の第１形態又は第１形態の
いかなる実現可能な形態の方法を実行するために用いられるユニットを含む。
【００３１】
　第４形態は、端末を提供し、上記の第２形態又は第２形態のいかなる実現可能な形態の
方法を実行するために用いられる。具体的に、該端末は、上記の第２形態又は第２形態の
いかなる実現可能な形態の方法を実行するために用いられるユニットを含む
　第５形態は、端末を提供し、メモリー及びプロセッサを含み、該メモリーには命令が記
憶され、該プロセッサは、該メモリーに記憶される命令を実行するために用いられ、該プ
ロセッサは、該メモリーに記憶される命令を実行する場合、第１形態又は第１形態のいか
なる実現可能な形態の方法を実行する。
【００３２】
　第６形態は、端末を提供し、メモリー及びプロセッサを含み、該メモリーには命令が記
憶され、該プロセッサは、該メモリーに記憶される命令を実行するために用いられ、該プ
ロセッサは、該メモリーに記憶される命令を実行する場合、第２形態又は第２形態のいか
なる実現可能な形態の方法を実行する。
【００３３】
　第７形態は、プログラムコードが記憶されるコンピュータ記憶媒体を提供し、該プログ
ラムコードは、第１形態又は第１形態のいかなる実現可能な形態の方法を実行するために
用いられる。
【００３４】
　第８形態は、プログラムコードが記憶されるコンピュータ記憶媒体を提供し、該プログ
ラムコードは、第２形態又は第２形態のいかなる実現可能な形態の方法を実行するために
用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本願の実施例の応用シーンの概略図である。
【図２】本願の実施例におけるＤ２Ｄ通信方法の概略的なフローチャートである。
【図３】本願の実施例におけるＤ２Ｄ通信方法の概略的なフローチャートである。
【図４】本願の実施例の応用シーンの概略的なブロック図である。
【図５】本願の実施例の応用シーンの概略的なブロック図である。
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【図６】本願の実施例における端末の概略的なブロック図である。
【図７】本願の実施例における端末の概略的なブロック図である。
【図８】本願の実施例における端末の概略的なブロック図である。
【図９】本願の実施例における端末の概略的なブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下に本発明の実施例の図面を組み合わせながら、本発明の実施例に係る技術的解決策
を明確で、全面的に説明し、明らかに、説明した実施例は本発明の一部の実施例だけであ
り、全ての実施例ではない。本発明の実施例に基づき、当業者が創造的な労力を要せずに
得た他の実施例は、全て本発明の保護範囲に属する。
【００３７】
　本明細書に使用される用語「コンポーネント」、「モジュール」、「システム」などは
コンピュータに関連するエンティティ、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアと
ソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア、又は実行中のソフトウェアを表すことに用い
られる。例えば、コンポーネントは、プロセッサで実行されているプロセス、プロセッサ
、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、プログラム及び/又はコンピュータ
であってもよいが、これらに限定されない。図面に示すように、コンピューティングデバ
イスで動作しているアプリケーション及びコンピューティングデバイスは全てコンポーネ
ントであってもよい。一つ又は複数のコンポーネントはプロセス及び／又は実行スレッド
に常駐することができ、コンポーネントは一つのコンピュータに置かれてもよく及び／又
は２つ以上のコンピュータの間に配布してもよい。その他、これらのコンポーネントは、
様々なデータ構造が記憶されている様々なコンピュータ可読媒体から実行されてもよい。
コンポーネントは例えば一つ又は複数のデータグループ（例えばローカルシステム、分散
型システム及び／又はネットワーク間の別のコンポーネントとインタラクションを行う二
つのコンポーネントからのデータ、例えば信号によって他のシステムとインタラクション
を行うインターネット）を含む信号に基づいて、ローカル及び／又は遠隔プロセスにより
通信することができる。
【００３８】
　本発明の各形態又は特徴は、方法、装置、又は標準プログラミング及び／又は工程技術
を使用する製品として実現されることができる。本願に使用する「製品」は、任意のコン
ピューター読み可能部品、担体又は媒体からアクセスする可能なコンピュータープログラ
ムを含む。例えば、コンピュータ可読媒体は、磁気メモリ（例えば、ハードディスク、フ
レキシブルディスク又はテープ等）、ディスク（例えば、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓ
ｋ、コンパクトディスク）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ、
デジタル多用途ディスク）等）、スマートカードとフラッシュメモリデバイス（例えば、
ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ、プログラム可能読取り専用記憶装置）、カード、スティック又はキードライバ
等）であってもよいが、これらに限定されない。また、ここで記載される各種の記憶媒体
は、情報を記憶するための１つの又は複数のデバイス及び／又は他の機械可読媒体であっ
てもよい。「機械可読媒体」という用語は、無線チャネル、及び／又は命令及び／又はデ
ータを記憶、含み及び／又はベアラする可能な各種の他の媒体を含むが、これらに限定さ
れない。
【００３９】
　本願の実施例における端末デバイスは、アクセス端末、ユーザユニット、ユーザサイト
、移動サイト、移動局、遠隔サイト、遠隔端末、移動装置、ユーザ端末、端末、無線通信
装置、ユーザエージェント又はユーザデバイスであってもよい。移動局は、ワイヤレスロ
ーカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋｓ）のステーション（ＳＴ：ＳＴＡＴＩＯＮ）、セルラー電話、コードレス電
話、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ：Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）電話、無線ローカルループ（ＷＬＬ：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ｌ
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ｏｏｐ）サイト、パーソナルデジタル処理（ＰＤＡ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、無線通信機能を備えたハンドヘルドデバイス、コンピューティ
ングデバイス又は無線モデムに接続された他の処理デバイス、車載デバイス、ウェアラブ
ルデバイス、将来の５Ｇネットワークにおける移動局などであってもよい。基地局は、Ｇ
ＳＭ又はＣＤＭＡにおける基地局（ＢＴＳ：Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａ
ｔｉｏｎ）、ＷＣＤＭＡシステムにおける基地局（ＮＢ：ＮｏｄｅＢ）、ＬＴＥシステム
における進化型基地局（Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎａｌ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮＢ又はｅＮｏｄｅ
Ｂ）であってもよく、又は該ネットワーク装置は中継局、アクセスポイント、車載デバイ
ス、ウェアラブルデバイス及び将来の５Ｇネットワークにおけるアクセスネットワーク装
置などであってもよい。
【００４０】
　図１は本願の実施例の応用シーン１００の図である。図１において、ＵＥ１０２、ＵＥ
１０３、ＵＥ１０４が基地局１０１のカバレッジ範囲に位置し、ＵＥ１０２、ＵＥ１０３
及びＵＥ１０４は、基地局と直接に通信することができ、ＵＥ１０２、ＵＥ１０３及びＵ
Ｅ１０４の間でＤ２Ｄ通信を行うことができ、ＵＥ１０５とＵＥ１０６は、基地局のカバ
レッジ範囲に位置しなく、ＵＥ１０５とＵＥ１０６は、Ｄ２Ｄ通信を直接に行い、又は、
ＵＥ１０２、ＵＥ１０３及びＵＥ１０４はＤ２Ｄ通信を行うことができる。
【００４１】
　Ｄ２Ｄ技術は、自身の短距離通信の特徴及び直接通信方式により、以下の利点を有する
。
【００４２】
　１．端末の近距離直接通信方式によって、高いデータレート、低い遅延及び低い消費電
力を実現することができる。
【００４３】
　２．ネットワークに広く分布される端末及びＤ２Ｄ通信リンクの短距離の特徴を利用し
て、スペクトルリソースの有効利用を実現し、リソースの空間分割多重化の利得を得る。
【００４４】
　３．Ｄ２Ｄの直接通信方式は、例えば無線Ｐ２Ｐ等のサービスのローカルデータ共有要
求を適応し、柔軟性を有するデータサービスを提供することができる。
【００４５】
　４．Ｄ２Ｄ直接通信は、ネットワークに広く分布される、数多くの通信端末を利用して
、ネットワークのカバレッジ範囲を拡大することができる。
【００４６】
　混合されたセルラーとＤ２Ｄネットワークにおいて、端末は２種の異なるモードで通信
することができる。１つはセルラー通信モードであり、端末が基地局を介して通信を行い
、もう１つは、Ｄ２Ｄモードであり、端末がＤ２Ｄリンクを利用して直接に通信を行う。
当該混合ネットワークにおいて、一部の端末は変わらずにセルラー通信モードで基地局を
介して情報転送及び通信を行い、一部の端末はデバイスツーデバイスモードでデータの直
接伝送を行う。
【００４７】
　Ｄ２Ｄは、公共の安全サービスだけではなく、商用シーンにも適用されることが可能で
あり、カバレッジの拡張、デバイスの節電などの実際の問題を解決する。例えば、端末の
中継技術を利用してカバレッジの補強を実現し、セルラーネットワークにカバレッジされ
ていない端末は、中継技術を利用してネットワークとのデータ通信を行い、ある意味にお
いて、ネットワークカバレッジの拡大を実現している。また、類似の短距離通信を利用し
て、端末の送信電力を省き、端末の電池寿命の延長に有利である。
【００４８】
　モノのインターネット（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　ｔｈｉｎｇｓ）の台頭に伴い、長期
的進化システム（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）においてマシンタ
イプ通信（ＭＴＣ：Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）がサポー
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トされることは、ますます注目されている。３ＧＰＰ　Ｒｅｌｅａｓｅ　１３においてＭ
ＴＣに対する物理層の補強プロジェクトが設立されている。１つのＭＴＣデバイス（ＭＴ
Ｃ端末）は、多種のＭ２Ｍ（Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｏ　Ｍａｃｈｉｎｅマシンツーマシン）
通信特性のうちの一部の特性を有する可能性があり、例えば、低移動性で、伝送データ量
が小さく、通信に対する遅延が敏感でなく、消費電力が非常に低く要求される等という特
徴である。ここで、ＭＴＣ端末のコストを低減するために、１種の端末タイプが新たに定
義され、そのアップリンク及びダウンリンクのいずれも１．４ＭＨｚ無線周波数帯域幅だ
け、又はそれより低いシステム帯域幅、例えば２００ＫＨｚをサポートする。
【００４９】
　Ｄ２Ｄ通信過程において、送信端末が受信端末の属性情報を知らない場合、データ伝送
が受信端末の受信規制を越える可能性があり、例えば、受信帯域幅、又は最大受信ブロッ
ク大きさ等を超え、この場合、受信端末がデータを正確に受信することができない。そし
て、本願の実施例は、Ｄ２Ｄ通信方法、端末デバイス及びネットワークデバイスを提供す
る。
【００５０】
　図２は本願の実施例におけるＤ２Ｄ通信方法のフローチャートである。
【００５１】
　２１０において、第１端末は、当該第２端末のサブスクリプション情報又は第２端末の
識別子の少なくとも１つのフィールドに基づいて、当該第２端末の属性情報を取得する。
【００５２】
　２２０において、当該第２端末の属性情報に基づいて、当該第１端末は当該第２端末と
通信を行う。
【００５３】
　任意選択で、当該第２端末の属性情報は当該第２端末の第１能力情報を含み、当該第１
能力情報は、当該第２端末が当該第１端末と通信を行う能力情報であり、当該第１能力情
報に基づいて、当該第１端末が当該第２端末とデータ伝送を行う。
【００５４】
　つまり、第１端末は、第２端末のサブスクリプション情報及び第２端末の識別子の少な
くとも１つのフィールドのうちの少なくとも１つに基づいて、第２端末が第１端末と通信
を行う能力情報を直接に取得し、第２端末が第１端末と通信を行う能力情報に基づいて、
データ伝送を行うことができる。
【００５５】
　任意選択で、当該第２端末の属性情報は当該第２端末の第２能力情報を含み、当該第２
能力情報は、当該第２端末がネットワークデバイスと通信を行う能力情報であり、当該第
１端末は、当該第２能力情報に基づいて、第１能力情報を確定し、当該第１能力情報は、
当該第２端末が当該第１端末と通信を行う能力情報であり、当該第１能力情報に基づいて
、当該第１端末が当該第２端末とデータ伝送を行う。
【００５６】
　つまり、第１端末は、第２端末のサブスクリプション情報及び第２端末の識別子の少な
くとも１つのフィールドに基づいて、第２端末がネットワークデバイスと通信する能力情
報を直接に取得し、さらに、第２端末がネットワークデバイスと通信する能力情報に基づ
いて、第２端末が第１端末と通信を行う能力情報を確定することができる。
【００５７】
　例えば、第１端末は、第２端末がネットワークデバイスと通信を行う能力情報を、その
まま第２端末が第１端末と通信を行う能力情報として確定してもよい。
【００５８】
　任意選択で、当該第１能力情報は、当該第２端末が当該第１端末とデータ伝送を行う時
の最大受信帯域幅、最大送信帯域幅、送信可能な最大データブロックの大きさ、受信可能
な最大データブロックの大きさ、送信アンテナ数及び受信アンテナ数のうちの少なくとも
１つを含む。
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【００５９】
　任意選択で、第２能力情報は、第２端末のパケットデータコンバージェンスプロトコル
（ＰＤＣＰ：Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）層
、無線リンク制御(ＲＬＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ)層、物理層及び無線
周波数の能力情報等を含む。
【００６０】
　任意選択で、第２端末のサブスクリプション情報が第１端末に予め記憶されてもよい。
【００６１】
　任意選択で、複数の当該端末の属性情報が第１端末に予め記憶されてもよい。第１端末
は、当該第１端末と通信する複数の端末から、当該第２端末を確定することができる。
【００６２】
　例えば、第１端末は、当該複数の端末の属性情報に基づいて、第２端末を確定してもよ
い。
【００６３】
　例えば、当該第１端末とデータ伝送を行う時の最大受信帯域幅、最大送信帯域幅、送信
可能な最大データブロックの大きさ、受信可能な最大データブロックの大きさ、送信アン
テナ数又は受信アンテナ数がデータ伝送要求を満たす端末を、第２端末として確定しても
よい。又は、当該第１端末とデータ伝送を行う時の最大受信帯域幅、最大送信帯域幅、送
信可能な最大データブロックの大きさ及び受信可能な最大データブロックの大きさのうち
の少なくとも１つが最大である端末を、第２端末として確定してもよい。
【００６４】
　任意選択で、第１端末は、当該第１端末の現在位置を取得し、複数の端末のサブスクリ
プション情報に基づいて、現在位置において当該第１端末と通信可能な端末を取得する。
【００６５】
　つまり、端末のサブスクリプション情報によって、当該端末がどの位置に位置する他の
端末と通信することができることを示し、それによって、第１端末は、当該端末と通信可
能な位置が当該第１端末の現在位置に属するかどうかを確定し、属する場合、当該端末確
定を第２端末として確定する。
【００６６】
　任意選択で、当該第１端末と通信可能な端末は、当該第１端末とは同一場所に位置する
。例えば、当該場所は、オフィス、家庭又は学校である。
【００６７】
　任意選択で、上記の第２端末は、複数の端末を含むことができ、この場合、第２端末の
識別子は、当該複数の端末の識別子を示すために用いられ、例えば、当該複数の端末をグ
ループと称し、この場合、第２端末の識別子をグループ識別子と称する。
【００６８】
　任意選択で、本願の実施例において、第２端末の識別子(ＩＤ：Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ)
の少なくとも１つのフィールドによって、第２端末の属性情報を示すことができる。
【００６９】
　任意選択で、当該第２端末の識別子は、国際移動加入者識別子(ＩＭＳＩ：Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｎｕｍｂｅｒ)、一時的移動加入者識別子(ＴＭＳＩ：Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ)又は国際移動体装置識別子(ＩＭＥＩ：Ｉｎｔ
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ)であっ
てもよい。
【００７０】
　例えば、第２端末の第１能力情報又は第２能力情報を示すことができる。例えば、以下
の表１の通りである。
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【表１】

【００７１】
　上記の表１において、ＩＤの前の６ビットは、端末の第１能力情報を示すことができる
。例えば、００００００は、当該端末が通常端末であり、当該端末が１．４ＭＨｚ無線周
波数帯域幅又はより低いシステム帯域幅がサポートできないことを示す。０００００１は
、当該端末の端末間での通信する受信帯域幅がＢＷｒ１であり、送信帯域幅がＢＷｔ１で
あり、受信データブロックがＴＢＳｒ１であり、送信データブロックがＴＢＳｔ１であり
、１．４ＭＨｚ無線周波数帯域幅又はより低いシステム帯域幅をサポートすることを示す
。００００１０は、当該端末の端末間での通信する受信帯域幅がＢＷｒ１であり、送信帯
域幅がＢＷｔ２であり、受信データブロックがＴＢＳｒ１であり、送信データブロックが
ＴＢＳｔ２であり、１．４ＭＨｚ無線周波数帯域幅又はより低いシステム帯域幅がサポー
トできることを示す。１１１１１１ｘｘｘｘｘｘｘは、予約値を示す。ここで、ＢＷｒ１
、ＢＷｔ１等は、ある値のみを示す。
【００７２】
　図３は本願の実施例における通信方法３００のブロック図である。
【００７３】
　３１０において、第１端末は当該第１端末の現在位置を取得する。
【００７４】
　３２０において、当該第１端末はネットワークデバイスに要求メッセージを送信し、当
該要求メッセージは、当該現在位置において当該第１端末と通信可能な端末及び当該第１
端末と通信可能な端末の属性情報を要求するために用いられる。
【００７５】
　３３０において、当該第１端末はネットワークデバイスにより送信された応答メッセー
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ジを受信し、当該応答メッセージは、当該現在位置において当該第１端末と通信可能な端
末及び当該第１端末と通信可能な端末の属性情報を示すために用いられる。
【００７６】
　３４０において、当該第１端末と通信可能な端末から、第２端末を選択する。
【００７７】
　３５０において、当該第２端末の属性情報に基づいて、当該第１端末は当該第２端末と
通信を行う。
【００７８】
　任意選択で、当該第２端末の属性情報は当該第２端末の第１能力情報を含み、当該第１
能力情報は、当該第２端末が当該第１端末と通信を行う能力情報であり、当該第１能力情
報に基づいて、当該第１端末が当該第２端末とデータ伝送を行う。
【００７９】
　任意選択で、当該第２端末の属性情報は当該第２端末の第２能力情報を含み、当該第２
能力情報は、当該第２端末がネットワークデバイスと通信を行う能力情報であり、当該第
１端末は、当該第２能力情報に基づいて、第１能力情報を確定し、当該第１能力情報は、
当該第２端末が当該第１端末と通信を行う能力情報であり、当該第１能力情報に基づいて
、当該第１端末が当該第２端末とデータ伝送を行う。
【００８０】
　任意選択で、当該第１能力情報は、当該第２端末が当該第１端末とデータ伝送を行う時
の最大受信帯域幅、最大送信帯域幅、送信可能な最大データブロックの大きさ、受信可能
な最大データブロックの大きさ、送信アンテナ数及び受信アンテナ数のうちの少なくとも
１つを含む。
【００８１】
　任意選択で、第２能力情報は、第２端末のパケットデータコンバージェンスプロトコル
（ＰＤＣＰ：Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）層
、無線リンク制御(ＲＬＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ)層、物理層及び無線
周波数の能力情報等を含む。
【００８２】
　例えば、当該第１端末とデータ伝送を行う時の最大受信帯域幅、最大送信帯域幅、送信
可能な最大データブロックの大きさ、受信可能な最大データブロックの大きさ、送信アン
テナ数又は受信アンテナ数がデータ伝送要求を満たす端末を、第２端末として確定しても
よい。又は、当該第１端末とデータ伝送を行う時の最大受信帯域幅、最大送信帯域幅、送
信可能な最大データブロックの大きさ及び受信可能な最大データブロックの大きさのうち
の少なくとも１つが最大である端末を、第２端末として確定してもよい。
【００８３】
　任意選択で、第１端末は、当該第１端末の現在位置を取得し、複数の端末のサブスクリ
プション情報に基づいて、現在位置において当該第１端末と通信可能な端末を取得する。
【００８４】
　任意選択で、当該第１端末と通信可能な端末は、当該第１端末とは同一場所に位置する
。例えば、当該場所は、オフィス、家庭又は学校である。
【００８５】
　任意選択で、当該第２端末がサポートする無線周波数帯域幅は、１．４ＭＨＺの以下で
ある。
【００８６】
　図４及び図５は通信方法２００及び３００の応用シーン図４００及び５００である。
【００８７】
　図４に示す通信シーン４００において、送信端末４０６は、受信端末４０１、受信端末
４０２、受信端末４０３、受信端末４０４及び受信端末４０５とは、同一場所、例えば同
一オフィスに位置し、各受信端末は、ルーター、プリンタ、スキャナ、カメラ等のオフィ
ス機器であってもよい。送信端末４０６は、複数の受信端末から１つの受信端末を確定し
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、当該受信端末の属性情報に基づいて、当該受信端末とのデータ通信を行うことができる
。
【００８８】
　図５に示す通信シーン５００において、送信端末５０５は、受信端末５０１、受信端末
５０２、受信端末５０３及び受信端末５０４とは、同一場所、例えば同一オフィスに位置
し、各受信端末は、プロジェクター、モニター、スキャナ、コンピュータ等のオフィス機
器であっても良い。送信端末５０５は、受信端末５０１、受信端末５０２、受信端末５０
３及び受信端末５０４が同一グループに属すると確定し、当該グループＩＤ、グループ内
の各端末の属性情報を取得し、各端末の属性情報を統合し、グループメンバーとの通信を
行うことができる。例えば、当該各端末のうちの受信可能な最大データブロックの最小値
を、今回のデータ送信のデータブロックの大きさとする。
【００８９】
　そのため、Ｄ２Ｄ通信過程において、第１端末がネットワークデバイスに第２端末の属
性情報を要求し、第２端末の属性情報に基づいて第２端末と通信を行うことで、データ通
信の成功率を向上させることができ、例えば、属性情報に第２端末の最大受信帯域幅、受
信可能な最大データブロックの大きさ又は受信アンテナ数が含まれる場合、送信データが
占用する帯域幅が大きすぎ、データブロック大きすぎることにより、第２端末のデータが
受信失敗することを回避することができ、例えば、属性情報に第２端末の最大送信帯域幅
、送信可能な最大データブロックの大きさ、送信アンテナ数が含まれる場合、第１端のデ
ータが受信失敗することを回避することができる。
【００９０】
　さらに、第１端末は、第２端末がネットワークデバイスと通信を行う能力情報に基づい
て、第２端末が第１端末と通信を行う能力情報を確定することで、セルラネットワーク通
信の能力情報を参照してＤ２Ｄ通信を行い、プロトコルをできるだけ変更せずに、Ｄ２Ｄ
通信の成功率を向上させることができる。
【００９１】
　図６は本願の実施例における端末６００のブロック図である。図６に示すように、当該
端末６００は、第１取得ユニット６１０及び通信ユニット６２０を含む。
【００９２】
　ここで、第１取得ユニット６１０は、第２端末のサブスクリプション情報又は第２端末
の識別子の少なくとも１つのフィールドに基づいて、当該第２端末の属性情報を取得する
ように構成され、通信ユニット６２０は、当該第２端末の属性情報に基づいて、当該第２
端末とデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信を行うように構成される。
【００９３】
　任意選択で、当該第２端末の属性情報は当該第２端末の第１能力情報を含み、当該第１
能力情報は、当該第２端末が端末６００と通信を行う能力情報であり、当該通信ユニット
６２０は、具体的に、当該第１能力情報に基づいて、当該第２端末とＤ２Ｄ通信を行うよ
うに構成される。
【００９４】
　任意選択で、当該第２端末の属性情報は当該第２端末の第２能力情報を含み、当該第２
能力情報は、当該第２端末がネットワークデバイスと通信を行う能力情報であり、当該通
信ユニット６２０は、具体的に、当該第２能力情報に基づいて、当該第２端末の第１能力
情報を確定し、当該第１能力情報に基づいて、当該第２端末とＤ２Ｄ通信を行うよう構成
され、当該第１能力情報は、当該第２端末が端末６００と通信を行う能力情報である。
【００９５】
　任意選択で、当該第１能力情報は、当該第２端末が端末６００とデータ伝送を行う時の
最大受信帯域幅、最大送信帯域幅、送信可能な最大データブロックの大きさ、受信可能な
最大データブロックの大きさ、送信アンテナ数及び受信アンテナ数のうちの少なくとも１
つを含む。
【００９６】
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　任意選択で、図６に示すように、当該端末６００は、第２取得ユニット６３０及び確定
ユニット６４０を更に含み、ここで、当該第２取得ユニット６３０は、当該第１取得ユニ
ット６１０が第２端末の属性情報を取得する前に、複数の端末のサブスクリプション情報
に基づいて、端末６００と通信可能な端末を取得するように構成され、当該確定ユニット
６４０は、端末６００と通信可能な端末から、当該第２端末を確定するように構成される
。
【００９７】
　任意選択で、当該第２取得ユニット６３０は、具体的に、端末６００の現在位置を取得
し、複数の端末のサブスクリプション情報に基づいて、現在位置において端末６００と通
信可能な端末を取得する。
【００９８】
　任意選択で、端末６００は、端末６００と通信可能な端末とは同一場所に位置する。
【００９９】
　任意選択で、当該場所は、オフィス、家庭又は学校である。
【０１００】
　任意選択で、当該第２端末は複数の端末を含み、当該通信ユニット６２０は、具体的に
、当該第２端末に対応するグループ識別子を利用して、当該第２端末にデータを送信する
ように構成される。
【０１０１】
　任意選択で、図６に示すように、端末６００は、さらに、第３取得ユニット６５０を含
み、ここで、当該第３取得ユニット６５０は、当該第１取得ユニット６１０が当該第２端
末のサブスクリプション情報に基づいて当該第２端末の属性情報を取得する前に、端末６
００に予め記憶された当該第２端末のサブスクリプション情報を取得するように構成され
る。
【０１０２】
　任意選択で、当該第２端末の識別子は、国際移動加入者識別子ＩＭＳＩ、一時的移動加
入者識別子ＴＭＳＩ又は国際移動体装置識別子ＩＭＥＩである。
【０１０３】
　任意選択で、当該第２端末がサポートする無線周波数帯域幅は、１．４ＭＨＺ以下であ
る。
【０１０４】
　なお、端末６００は、図２に示す第１端末に対応し、当該第１端末の機能を実行するこ
とができ、簡潔にするため、ここで説明を省略する。
【０１０５】
　図７は本願の実施例における端末７００のブロック図である。図７に示すように、当該
端末７００は、取得ユニット７１０、送信ユニット７２０、受信ユニット７３０、選択ユ
ニット７４０及び通信ユニット７５０を含み、ここで、取得ユニット７１０は、当該端末
の現在位置を取得するように構成され、送信ユニット７２０は、ネットワークデバイスに
要求メッセージを送信するように構成され、当該要求メッセージは、当該現在位置におい
て当該端末と通信可能な端末及び当該端末と通信可能な端末の属性情報を要求するために
用いられ、受信ユニット７３０は、ネットワークデバイスにより送信された応答メッセー
ジを受信するように構成され、当該応答メッセージは、当該現在位置において当該端末と
通信可能な端末及び当該端末と通信可能な端末の属性情報を示すために用いられ、選択ユ
ニット７４０は、当該端末と通信可能な端末から、第２端末を選択するように構成され、
通信ユニット７５０は、当該第２端末の属性情報に基づいて、当該第２端末とデバイスツ
ーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信を行うように構成される。
【０１０６】
　任意選択で、当該第２端末の属性情報は当該第２端末の第１能力情報を含み、当該第１
能力情報は、当該第２端末が当該端末と通信を行う能力情報であり、当該通信ユニット７
５０は、具体的に、当該第１能力情報に基づいて、当該第２端末とＤ２Ｄ通信を行うよう



(15) JP 6833859 B2 2021.2.24

10

20

30

40

50

に構成される。
【０１０７】
　任意選択で、当該第２端末の属性情報は当該第２端末の第２能力情報を含み、当該第２
能力情報は、当該第２端末がネットワークデバイスと通信を行う能力情報であり、当該通
信ユニット７５０は、具体的に、当該第２能力情報に基づいて、第１能力情報を確定し、
当該第１能力情報に基づいて、当該第２端末とＤ２Ｄ通信を行うように構成され、当該第
１能力情報は、当該第２端末が当該端末と通信を行う能力情報である。
【０１０８】
　任意選択で、当該第１能力情報は、当該第２端末が当該端末とデータ伝送を行う時の最
大受信帯域幅、最大送信帯域幅、送信可能な最大データブロックの大きさ、受信可能な最
大データブロックの大きさ、送信アンテナ数及び受信アンテナ数のうちの少なくとも１つ
を含む。
【０１０９】
　任意選択で、当該端末は、当該端末と通信可能な端末とは同一場所に位置する。
【０１１０】
　任意選択で、当該場所は、オフィス、家庭又は学校である。
【０１１１】
　任意選択で、当該第２端末は複数の端末を含み、当該通信ユニット７５０は、具体的に
、当該複数の端末に対応するグループ識別子を利用して、当該複数の端末にデータを送信
するように構成される。
【０１１２】
　任意選択で、当該第２端末がサポートする無線周波数帯域幅は、１．４ＭＨＺ以下であ
る。
【０１１３】
　なお、端末７００は、図３に示す第１端末に対応し、当該第１端末の機能を実現するこ
とができ、簡潔にするため、ここで説明を省略する。
【０１１４】
　図８は本願の実施例における端末８００のブロック図である。図８に示すように、当該
端末８００は、プロセッサ８１０及びメモリー８２０を含む。メモリー８２０にプログラ
ム命令が記憶される。プロセッサ８１０は、メモリー８２０に記憶されたプログラム命令
を呼び出して、方法実施例の図２に対応する第１端末の操作を実行するように構成される
。当該ネットワークデバイス８００は、さらに、外部と通信するように構成される送受信
機８３０と、プロセッサ８１０、メモリー８２０及び送受信機８３０を接続するバスシス
テム８４０とを含む。
【０１１５】
　任意選択で、プロセッサ８１０は、メモリー８２０に記憶された命令を呼び出して、
　第２端末のサブスクリプション情報又は第２端末の識別子の少なくとも１つのフィール
ドに基づいて、当該第２端末の属性情報を取得し、当該第２端末の属性情報に基づいて、
送受信機８３０を利用して当該第２端末と通信を行うように構成される。
【０１１６】
　任意選択で、当該第２端末の属性情報は当該第２端末の第１能力情報を含み、当該第１
能力情報は、当該第２端末が当該端末８００と通信を行う能力情報であり、プロセッサ８
１０は、メモリー８２０に記憶された命令を呼び出して、当該第１能力情報に基づいて、
送受信機８３０を利用して当該第２端末と通信を行うように構成される。
【０１１７】
　任意選択で、当該第２端末の属性情報は当該第２端末の第２能力情報を含み、当該第２
能力情報は、当該第２端末がネットワークデバイスと通信を行う能力情報であり、プロセ
ッサ８１０は、メモリー８２０に記憶された命令を呼び出して、当該第２能力情報に基づ
いて、当該第２端末の第１能力情報を確定し、当該第１能力情報に基づいて、送受信機８
３０を利用して当該第２端末と通信を行うように構成され、当該第１能力情報は、当該第
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２端末が当該端末８００と通信を行う能力情報である。
【０１１８】
　任意選択で、当該第１能力情報は、当該第２端末が当該端末８００とデータ伝送を行う
時の最大受信帯域幅、最大送信帯域幅、送信可能な最大データブロックの大きさ、受信可
能な最大データブロックの大きさ、送信アンテナ数及び受信アンテナ数のうちの少なくと
も１つを含む。
【０１１９】
　任意選択で、プロセッサ８１０は、メモリー８２０に記憶された命令を呼び出して、第
２端末の属性情報を取得する前に、複数の端末のサブスクリプション情報に基づいて、当
該端末８００と通信可能な端末を取得し、当該端末８００と通信可能な端末から、当該第
２端末を確定するように構成される。
【０１２０】
　任意選択で、プロセッサ８１０は、メモリー８２０に記憶された命令を呼び出して、当
該端末８００の現在位置を取得し、当該複数の端末のサブスクリプション情報に基づいて
、現在位置において当該端末８００と通信可能な端末を取得するように構成される。
【０１２１】
　任意選択で、当該端末８００と通信可能な端末は、当該端末８００とは同一場所に位置
する。
【０１２２】
　任意選択で、当該場所は、オフィス、家庭又は学校である。
【０１２３】
　任意選択で、当該第２端末は複数の端末を含み、プロセッサ８１０は、メモリー８２０
に記憶された命令を呼び出して、当該複数の端末に対応するグループ識別子を利用して、
送受信機８３０で当該第２端末にデータを送信するように構成される。
【０１２４】
　任意選択で、プロセッサ８１０は、メモリー８２０に記憶された命令を呼び出して、当
該第２端末のサブスクリプション情報に基づいて当該第２端末の属性情報を取得する前に
、当該端末８００に予め記憶された当該第２端末のサブスクリプション情報を取得するよ
うに構成される。
【０１２５】
　任意選択で、当該第２端末の識別子は、国際移動加入者識別子ＩＭＳＩ、一時的移動加
入者識別子ＴＭＳＩ又は国際移動体装置識別子ＩＭＥＩである。
【０１２６】
　任意選択で、当該第２端末がサポートする無線周波数帯域幅は、１．４ＭＨＺ以下であ
る。
【０１２７】
　なお、端末８００は、図２に示す第１端末に対応し、当該第１端末の機能を実現するこ
とができ、簡潔にするため、ここで説明を省略する。
【０１２８】
　図９は本願の実施例における端末９００のブロック図である。図９に示すように、当該
端末９００はプロセッサ９１０及びメモリー９２０を含む。メモリー９２０にプログラム
命令が記憶される。プロセッサ９１０は、メモリー９２０に記憶されたプログラム命令を
呼び出して、方法実施例の端末９００の操作を実行するように構成される。当該端末９０
０は、さらに、外部と通信するように構成される送受信機９３０と、プロセッサ９１０、
メモリー９２０及び送受信機９３０を接続するバスシステム９４０とを含む。
【０１２９】
　任意選択で、プロセッサ９１０は、メモリー９２０に記憶された命令を呼び出して、当
該第１端末の現在位置を取得し、送受信機９３０を利用してネットワークデバイスに要求
メッセージを送信し、当該要求メッセージは、当該現在位置において当該第１端末と通信
可能な端末及び当該第１端末と通信可能な端末の属性情報を要求するために用いられ、送
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受信機９３０を利用してネットワークデバイスにより送信された応答メッセージを受信し
、当該応答メッセージは、当該現在位置において当該第１端末と通信可能な端末及び当該
第１端末と通信可能な端末の属性情報を示すために用いられ、当該第１端末と通信可能な
端末から、第２端末を選択し、当該第２端末の属性情報に基づいて、送受信機９３０を利
用して当該第２端末と通信を行うように構成される。
【０１３０】
　任意選択で、当該第２端末の属性情報は当該第２端末の第１能力情報を含み、当該第１
能力情報は、当該第２端末が当該第１端末と通信を行う能力情報である。
【０１３１】
　プロセッサ９１０は、メモリー９２０に記憶された命令を呼び出して、当該第１能力情
報に基づいて、送受信機９３０を利用して当該第２端末と通信を行うように構成される。
【０１３２】
　任意選択で、当該第２端末の属性情報は当該第２端末の第２能力情報を含み、当該第２
能力情報は、当該第２端末がネットワークデバイスと通信を行う能力情報であり、プロセ
ッサ９１０は、メモリー９２０に記憶された命令を呼び出して、当該第２能力情報に基づ
いて、第１能力情報を確定し、当該第１能力情報は、当該第２端末が当該第１端末と通信
を行う能力情報であり、当該第１能力情報に基づいて、送受信機９３０を利用して当該第
２端末と通信を行うように構成される。
【０１３３】
　任意選択で、当該第１能力情報は、当該第２端末が当該第１端末とデータ伝送を行う時
の最大受信帯域幅、最大送信帯域幅、送信可能な最大データブロックの大きさ、受信可能
な最大データブロックの大きさ、送信アンテナ数及び受信アンテナ数のうちの少なくとも
１つを含む。
【０１３４】
　任意選択で、当該第１端末と通信可能な端末は、当該第１端末とは同一場所に位置する
。
【０１３５】
　任意選択で、当該場所は、オフィス、家庭又は学校である。
【０１３６】
　任意選択で、当該第２端末は複数の端末を含み、プロセッサ９１０は、メモリー９２０
に記憶された命令を呼び出して、当該第１端末が当該複数の端末に対応するグループ識別
子を使用して、送受信機９３０で当該複数の端末にデータを送信するように構成される。
【０１３７】
　任意選択で、当該第２端末がサポートする無線周波数帯域幅は、１．４ＭＨＺ以下であ
る。
【０１３８】
　なお、端末９００は、図３に示す第１端末に対応し、当該第１端末の機能を実現するこ
とができ、簡潔にするため、ここで説明を省略する。
【０１３９】
　当業者であれば、本明細書に開示された実施例と組み合わせて説明された各例のユニッ
ト及びアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、又はコンピュータソフトウェアと電
子ハードウェアとの組み合わせで実現されてもよいと理解できる。ハードウェアとソフト
ウェアとの互換性を明確に説明するために、以上、機能に従って各実施例のステップ及び
構成を説明する。これらの機能がハードウェア又はソフトウェアで実行されるかどうかは
技術的解決策の特定アプリケーションと設計約束条件に依存する。専門技術者は各特定の
アプリケーションに対して異なる方法を使用して説明された機能を実現することができる
が、このような実現は本発明の範囲を超えていると考えられるべきではない。
【０１４０】
　当業者は便利且つ簡潔で説明するために、上述したシステム、装置とユニットの具体的
な動作プロセスについて上記方法の実施例における対応するプロセスを参照でき、ここで
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【０１４１】
　本出願が提供するいくつかの実施例では、開示されたシステム、装置および方法は他の
方式により実現されてもよいと理解すべきである。上述した装置の実施例は例示的なもの
だけであり、例えば、前記ユニットの区分はロジック機能的区分だけであり、実際に実施
する時に他の区分方式もあり得て、例えば複数のユニットまたは部材は組み合わせられて
もよいまたは別のシステムに統合されてもよく、又はいくつかの特徴は無視されてもよく
、又は実行されなくてもよい。また、示されるまたは議論される相互結合又は直接結合又
は通信接続はいくつかのインターフェース、装置又はユニットを介する間接的結合又は通
信接続であってもよく、電気的、機械的又は他の形態であってもよい。
【０１４２】
　分離部材として説明された前記ユニットは物理的に分離するものであってもよくまたは
物理的に分離するものでなくてもよく、ユニットとして表示された部材は物理的ユニット
であってもよくまたは物理的ユニットでなくてもよく、すなわち一つの箇所に位置しても
よく、又は複数のネットワークユニットに分布してもよい。実際のニーズに応じてその中
の一部または全てのユニットを選択して本実施例の解決策の目的を達成することができる
。
【０１４３】
　前記ユニットはソフトウェア機能ユニットの形態で実現され且つ独立した製品として販
売または使用される場合，一つのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に格納されてもよ
い。このような理解に基づき，本発明の技術的解決策は本質的にソフトウェア製品の形態
で実現されてもよく、又は従来技術に貢献する部分又は該技術的解決策の部分がソフトウ
ェア製品の形態で実現されてもよく、該コンピュータソフトウェア製品は一台のコンピュ
ータ装置（パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワーク装置などあってもよい）
に本発明の各実施例に記載の方法の全部又は一部のステップを実行させるためのいくつか
のコマンドを含む記憶媒体に記憶する。前記記憶媒体はＵディスク、モバイルハードディ
スク、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ：Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ：Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気ディスク又
は光ディスク等のプログラムコードを記憶できる各種の媒体を含む。
【０１４４】
　以上は、本発明の最適的な実施例に過ぎなく、本発明を制限せず、本分野の当業者に対
して、本発明が各種類の変更と変化がある。本発明の主旨精神と原則以内に、いかなる改
修、同等入れ替わり、改良等が、本発明の保護範囲以内に含まれるべきである。
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